
○和光市障害者グループホーム入居家賃助成要綱 

令和元年７月１日 

告示第１３５号 

和光市障害者グループホーム入居家賃助成要綱（平成２５年告示第５７号）の全部を改

正する。 

（目的） 

第１条 この告示は、障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１７項に規定する共

同生活援助（以下「グループホーム」という。）を利用する際に支払う入居家賃の一部

を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって障害者の自立した生活を支援する

ことを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この告示による助成（以下「助成」という。）の対象となる者（以下「対象者」

という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 本市により法第２２条の介護給付費等の支給決定を受けていること。 

（２） グループホームに入居し、当該グループホームの家賃を負担していること。 

（３） 市町村民税非課税世帯に属していること。 

（４） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けていないこと。 

（助成金の額） 

第３条 助成金の額は、対象者がグループホームを利用する際に支払う入居に要する家賃

（食費、光熱水費、日用品費及び共益費等を除く。以下「入居家賃」という。）の額に

相当する額とし、１月当たり１０，０００円を上限とする。 

（助成の申請） 

第４条 助成を受けようとする対象者は、和光市障害者グループホーム入居家賃助成申請

書（様式第１号）にグループホームの入居に係る契約書（契約書に家賃の金額の記載が

ない場合は、契約書及び家賃の金額を証する書類）を添えて、毎年度４月末日（年度の

途中で新たに対象者となった者にあっては、入居の日の属する月の末日）までに市長に

申請しなければならない。 

（助成金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、助



成の可否を決定したとき、和光市障害者グループホーム入居家賃助成決定（却下）通知

書（様式第２号）により当該申請を行った者に通知するものとする。 

（変更の届出） 

第６条 前条の規定により助成の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、第

４条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、和光市障害者グループホーム入居

家賃助成申請内容変更届（様式第３号）により、速やかに市長に届け出なければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による届出により助成金の額に変更があったときは、和光市障害

者グループホーム入居家賃助成内容変更決定通知書（様式第４号）により交付決定者に

通知するものとする。 

（助成の方法） 

第７条 市長は、交付決定者に代わり、グループホームを運営する事業者（以下「事業

者」という。）に助成金を支払うものとする。 

２ 前項の規定による支払いがあったときは、交付決定者に対して助成があったものとみ

なす。 

（助成金の請求） 

第８条 事業者は、前条第１項の規定による支払いを受けようとするときは、和光市障害

者グループホーム入居家賃助成金交付請求書（様式第５号）により、次の各号に掲げる

助成金の区分に応じ、当該各号に定める期間に、市長に助成金を請求するものとする。 

（１） ４月から９月までの入居家賃に係る助成金 支給決定があった年度の９月末日

から１０月１０日まで 

（２） １０月から３月までの入居家賃に係る助成金 支給決定があった年度の３月末

日から当該年度の翌年度の４月１０日まで 

（本人請求） 

第９条 前２条の規定にかかわらず、市長が適当と認めたときは、交付決定者は、和光市

障害者グループホーム入居家賃助成金交付請求書（本人請求）（様式第６号）に領収書

の写しを添えて、前条各号に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号に定める期間に、市

長に助成金を請求することができる。この場合において、交付決定者は、あらかじめ当

該請求をする旨を事業者に対し通知しなければならない。 

（助成金の返還） 



第１０条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があったとき

は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年告示第３１４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市障害者グループホーム入居家賃

助成要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

附 則（令和７年告示第７０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 


